
美幌町立国民健康保険病院電子カルテシステム選定 

公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 趣旨 

本要領は、美幌町立国民健康保険病院（以下「病院」という。）の電子カルテシステムの導入に際し、
優れた企画提案等を総合的に判断できる公募型プロポーザル方式により選定するため、必要な事項を定め
るものとする。 

 
２ 選定の概要 

（１）目的 

次期電子カルテシステム導入の事業者選定（以下「本業務」という。）を行う。 

（２）選定内容 

次に掲げる事項とし、その詳細は別途定める「美幌町立国民健康保険病院電子カルテシステム選定
仕様書」（以下「仕様書」という。）を参照すること。 

① 電子カルテシステム、オーダリングシステム、各部門システム等の実施設計及び導入・構築 
② システム稼働に必要なハードウェア及びソフトウェアの導入及び設置 
③ 既存機器及び各部門システムとの連携構築 

④ 既存データの移行作業 

（３）導入時期 

令和７年度内の稼働 

 
３ 募集方法 
  公募型プロポーザル方式による。 
 
４ 担当 

担当課 美幌町立国民健康保険病院 総務課 

所在地 〒092-0004 北海道網走郡美幌町字仲町２丁目３８番地の１ 

電 話 0152-73-4111 

ＦＡＸ 0152-72-3595 
E-mail byouin@town.bihoro.hokkaido.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 



５ プロポーザルのスケジュール 

手順 日程（期限等） 

公募要項・仕様書公開 令和７年 ６月２０日 (金) 
質問書の提出期限 令和７年 ６月２６日 (木) 
質問書に対する回答 令和７年 ６月３０日 (月) 
参加申込書提出期限 令和７年 ７月 ２日 (水) 
企画提案書の提出期限 令和７年 ７月１４日 (月) 
書類審査 令和７年 ７月１５日 (火) 
書類審査の結果通知等 令和７年 ７月１６日 (水) 
審査会（プレゼンテーション） 令和７年 ７月２３日 (水) 
審査会の結果通知等 令和７年 ７月 下旬予定 
詳細協議 令和７年 ７月 下旬予定 
契約締結 令和７年 ７月 下旬予定 

 
６ 参加資格及び要件 

本プロポーザルの参加資格は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものであることとします。 

（１）法人格を有する事業者であること。 

（２）国・地方公共団体から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（４）会社更生法又は民事再生法に基づく再生又は破産等の手続きを行っていない事業者であること。 

（５）税の滞納をしていない事業者であること。 

（６）電子カルテシステムについて、令和３年４月以降に100床以上の病院へ導入した実績が複数あること。 

（７）暴力団員による 不当 な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定 

する暴力団員でないこと。 

（８）100床以上の他病院の電子カルテ等医療情報システム導入業務において、プロジェクト全体を統括 

した経験を有する責任者を、本業務に専任で配置可能であること。 

 

７ 質疑、応答 

（１）質問書の提出方法 

提出方法：質問書（様式第７号）により、電子メールにて提出すること。 

ファイル形式：Excel 

件 名：電子カルテシステム導入業務プロポーザル質問（貴社名） 

E–mail：byouin@town.bihoro.hokkaido.jp 

※メールを受信した後、受信確認メールを送信アドレスに返信するので、メール送信日の翌日までに
受信確認メールが届かないときは、至急、電話にて連絡すること。 

（２）質問書に対する回答 



回答は、全ての質問を取りまとめた上で、令和７年６月３０日(月)午後５時１５分までに美幌町ホーム
ページ上で回答する。（期限は変更する場合がある。その場合は別途通知する。） 

 

８ 参加申込手続き 

本プロポーザルに参加する事業者は、以下のとおり必要書類を提出してください。 

（１）提出書類及び部数 

① 参加表明書兼誓約書（様式第１号）  原本１部 

② 参加資格要件確認書（様式第２号）  原本１部 

③ 会社概要及び業務実績（様式第３号） 原本１部 

（２）提出方法及び提出先 

提出方法：書留郵便による郵送に限ります。※電子メールによる提出は不可とする。 

提出先：本実施要領の「４ 担当」に記載のとおりとする。 

（３）応募費用の負担 

応募に際して必要となる費用は、すべて応募者の負担とする。 

（４）参加表明後の辞退  

参加申込書提出後、参加を辞退する場合は、辞退届(様式第８号)を提出すること。 

 
９ 提案書等の提出 

（１）提出期限 

令和７年７月１４日(月) 午後５時まで 

（２）提出方法・提出先 

上記８(２)に記載の提出方法・提出先に同じ。 

（３）提案書の作成方法及び提出部数等 

  「提案書等作成要領」を参照すること。 

 
１０ 電子カルテシステムの選定方法 

最も優秀な企画を提案した事業者のシステムを導入することとし、その審査方法は以下のとおりとす
る。 

 （１）審査委員会 
① 「美幌町立国民健康保険病院電子カルテシステム選定プロポーザル審査委員会（以下「審査委員 

会」という。）」を設置し、審査委員会の審査によって導入システムを決定する。 
審査委員会は、病院で選任する審査委員が提案項目ごとに定める審査基準をもとに提案書を評価し、 
最も評価が高い提案を優先システム、次点の提案を次点システムとして選定する。 

  ② 審査委員会は非公開とする。 

③ 提案者が複数なかった場合でも審査委員会で内容を審査し、一定の審査基準を満たした場合に優先 

システムとして選定する。 



 
（２）プレゼンテーション 

審査にあたりプレゼンテーションを実施する。 

①  日時等 

令和７年７月２３日（水）を予定。 

時間や場所の詳細については、参加申込者に別途通知する。 

②  実施方法 

・１事業者につき３０分以内とし、提案する電子カルテシステムのデモ（操作説明）及び提案書に係
る説明を行うものとする。 

   ・プレゼンテーション終了後に、質疑応答時間を設ける。 

   ・プレゼンテーションに使用するＯＡ機器については、全て提案者が用意すること。 

 （３）選考に関する事項 

  ① プレゼンテーション等の後、審査委員会で審査を行い、基準を満たした応募者の中から評価点が 

１位となった事業者を契約候補者として選定する。 

  ② 評価点数が同点の場合は、見積額の安価な事業者を上位とする。 

③ 審査会は非公開とし、審査内容に係る質問や異議は一切認めない。 

④ 契約候補者との協議等により契約締結に至らなかった場合は、評価点が２位となった事業者と業務
委託契約に必要な協議を実施する。 

  ⑤ 審査会は、応募が１社の場合でも開催する。 

⑥ 応募が１社の場合は、総合得点が６割以上の場合であれば契約候補者として選定する。 

（４）審査（評価）項目 
企画提案書及びプレゼンテーション等により、「美幌町立国民健康保険病院電子カルテシステム選定公
募型プロポーザル審査委員会設置要領」別表１ 審査基準表に基づき審査・評価を行う。 

（５）審査結果 

審査結果は提案者に文書で通知します。なお、審査結果に関する質問又は異議は受け付けません。 

 

１１ 選定後の展開 

優先システムに選定されたシステム導入に向けて交渉を行うものとする。 

なお、優先システム提案者との交渉が不調となった場合には、次点システム提案者と交渉を行う 

こととする。 

 
１２ 失格要件 

次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

（１）提出期限までに企画提案書を提出しない場合 

（２）提出書類に虚偽の内容が記載されていた場合 

（３）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 



（４）本要項に違反すると認められる場合 

（５）参加申込書の提出日から契約締結までの間に社会的信用を失墜させる行為が判明した場合 

（６）その他、本町が指示した事項に違反する場合 

 
１３ 契約に関する基本的事項 

契約候補者の選定後、本院と契約候補者は、提案内容に基づき内容及び契約条件の協議を行い、 
合意したのちに契約を締結します。なお、契約に当たっての主な留意事項は次のとおりです。 

（１）契約に当たり、契約書を作成し、各１通を保有する。 
（２）契約方法は随意契約とする。 
（３）企画提案の内容をそのままに契約するものではないこと。 
（４）提案された企画提案内容をもとに仕様書を作成し契約する。 
（５）契約の全部又は一部について、本院の承諾なしに第三者に再委託することはできない。 
（６）審査会による選定後、契約候補者から辞退の申し出があったとき若しくは契約の相手方として不適格で 

あると判断されたときは、契約を締結しない場合がある。 
この場合において、本院は契約候補者が要した費用を補償しない。 

 
１４ その他 
（１）本プロポーザル参加に伴う費用は、参加者の負担とする。 
（２）提出された企画提案書は、審査の公正性および提案内容に含まれる知的財産の保護の観点から、一切 

公表しないものとする。 
なお、提案書等の返却は行わない。 


